
 

 

社会福祉法人中蒲原福祉会  

中新田こども園 重要事項説明書  

 

 特定教育・保育の提供を開始するにあたり、本園があなたに説明すべき内容は次の

とおりです。  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人  中蒲原福祉会  

事業者の所在地  新潟市江南区亀田向陽２丁目６番１号  

事業者の連絡先  ０２５－３８２－８２５１  

代表者氏名  理事長  貝沼  利弘  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所型認定こども園  

名称  中新田こども園  

所在地  新潟市秋葉区中新田５１２番地１  

連絡先  
（電話番号）  ０２５０－４７－６４１３  

（ＦＡＸ番号）０２５０－４７－６４１４  

施設長氏名  西山  尚文  

開設年月日  昭和４５年１０月１日（令和７年４月１日こども園移行）  

利用定員  

１号認定（教育認定）満３歳以上  ５名  

２号認定（保育認定）満３歳以上  ４２名  

３号認定（保育認定）満３歳未満  ３６名  

合計  ８３名  

当園の基本理念・方針等  

（令和８年４月１日～）  

（教育・保育理念）  

命を守り丈夫な身体と健やかな心を育むために職員の専門性と

和をもって家庭との連携をもとに子どもたちの発達と保護者の支

援を行う。  

（教育・保育方針）  

かけがえのない幼児期に安定した園生活が送れるように子ども

一人ひとりと向かい合った保育を進める。  

（教育・保育目標）  

１．主体的に自分らしく行動できる子  

２．思いやりのある子（教育・保育理念）  

 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体  ２，１７１．７１㎡  

うち園庭  ９３２．７２㎡  

園舎  

（デッキスペース含む）  

構造  木造合金メッキ鋼板ぶき２階建  

延べ  
８８１．０４㎡  

（うちデッキスペース１０５．６５㎡）  

 



 

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室・ほふく室  １室  
たんぽぽ：０歳児クラス  

たんぽぽ：１歳児クラス  

保育室  ５室  

ひまわり：２歳児クラス  

も   も：３歳児クラス  

う   め：４歳児クラス  

さ く ら：５歳児クラス  

つ く し：多目的室  

遊戯室  １室   

調理室  １室   

医務室  １室   

 

（５）職員体制（令和８年４月１日見込み）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

施設長（園長）  1 人  1 人   0 人   

副施設長（副園長）  1 人  1 人  0 人   

主幹保育教諭  2 人  2 人  0 人   

保育教諭・保育士  24 人  11 人  13 人   

保育補助  3 人   0 人  3 人   

栄養士  1 人  1 人   0 人  調理員兼務  

調理員  3 人   0 人  3 人   

事務員  2 人  0 人  2 人   

合計  37 人  16 人  21 人   

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

保育時間  教育標準時間  ８時３０分～１６時００分（７．５時間）  

預かり保育  保育時間  
７時３０分～８時２９分  

１６時０１分～１９時００分  

休園日  
日曜日・土曜日・祝日  

年末・年始（１２月２９日～１月３日）  

 

【２号及び３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  ７時３０分～１８時３０分（１１時間）  

保育短時間  ８時００分～１６時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  １８時３１分～１９時００分  

保育短時間  
７時３０分～７時５９分  

１６時０１分～１９時００分  



 

 

開所時間  
月～金曜日  ７時３０分～１９時００分  

土曜日  ７時３０分～１８時００分  

休園日  
日曜日・祝日  

年末・年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担  利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

実費徴収  

主食の提供に係る費用（１号・３歳児以上） １か月当たり  1,000 円  

副食の提供に係る費用（１号・３歳児以上） １か月当たり  5,000 円  

絵本購入費  １か月当たり  500 円程度  

教材費（新年度用品）  入園のしおりを参照ください  

その他  

 

 

１号認定子どもの預かり保育に係る費用  

（７：３０～８：２９）（１６：０１～１９：００）  
３０分につき  100 円  

１号認定子どもを土曜日（休業日）に預ける

場合（ただし、開園日に限る）※１  
３０分につき  100 円  

２号３号認定子どもの延長保育に係る費用  ３０分につき  100 円  

大空の会（保護者会）の会費  １か月当り  400 円  

手ぶら当園（おむつ・おしりふき）  １か月当り  2,508 円  

手ぶら当園（エプロン・手口ふき）  １か月当り  877 円  

※１  上記休業日に預ける場合は、預かり保育を園長が特別に認めた場合に適用する。  

 

（８）支払方法  

口座振替  ※振替手数料は園が負担します。  

支払い期日：毎月２１日  ※但し、金融機関が休業日の場合は翌営業日  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要

領を踏まえ、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じ

て、特定教育・保育を提供します。  

 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式、鉄道資料館見学  

５月  親子遠足、内科健診、保育参観（２歳児）  

６月  保育参観（３・４・５歳児）、歯科健診  

７月  七夕・祖父母との交歓会、夏祭り・卒園児（ 1 年生）ご招待  

８月   

９月  保育参観（0・1 歳児）、個人懇談  

１０月  運動会（2・3・4・5 歳児）、内科健診、いもほり、やきいも  

１１月  七五三  

１２月  発表会（2・3・4・5 歳児）、餅つき・鏡もちづくり、クリスマス会  



 

 

１月  正月遊び、発表会（0・ 1 歳児）  

２月  節分豆まき集会、天神様  

３月  ひな祭り集会、おめでとう会、卒園式  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  

【１号認定子ども】  

・施設の管理者が定めた選考方法による（申し込み順）  

【２号及び号認定子ども】  

・市が行う利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

・１号、２号、３号認定の利用子どもに該当しなくなったとき（卒

園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は９時００分までにお願いします。  

・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は９時００分

までにご連絡ください。  

・原則として、教育・保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急

の場合で、お迎えが遅れたり、預かり・延長保育を利用する場合に

は１６時００分までにご連絡ください。  

・風邪症状や熱がある場合は登園を控えてください。また、登園後

に風邪症状が出た場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。 

 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  加藤医院  

医院長名  加藤  秀徳  

所在地  新潟市秋葉区新津本町３丁目１４－１１  

電話番号  ０２５０－２２－０１８５  

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  海津歯科医院  

医院長名  海津  基生  

所在地  新潟市秋葉区新津本町３丁目１２－２７  

電話番号  ０２５０－２２－００３９  

 

（１４）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子ど

もの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  新潟市秋葉消防署  



 

 

所在地  新潟市秋葉区程島１９５８－１  

電話番号  ０２５０－２２－０１７５  

【管轄する警察署】  

警察署名  秋葉警察署  

所在地  新潟市秋葉区新津４４７９－１  

電話番号  ０２５０－２３－０１１０  

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  西山  尚文（４月１日就任予定）  

消防計画届出年月日  令和３年８月１８日  

避難訓練  避難及び消火を想定した訓練を毎月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  中新田農村公園  阿賀小学校  

緊急時の連絡手段  電話またはコミュなびアプリにて  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口※８年４月１日以降  

相談・苦情受付担当者  菅原  沙千代  副施設長（副園長）  

相談・苦情解決責任者  西山  尚文  施設長（園長）  

第三者委員  

野村  洋  
０２５－３８５－３６５３  

法人評議員  

宮崎  則男  
０２５０－２２－７６６３  

法人評議員  

木滑  ミイ子  
０９０－２１６１－０９１１  

法人評議員  

【要望・苦情等への対応方法】  

相談・要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

下記の保険に加入しています。  

保険会社名  損保ジャパン株式会社  

保険の種類  賠償責任保険  

保険金額  入院日額１，８００円  通院日額１，３００円  

 ※８年度途中に下記の保険に移行予定  

保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

保険の種類  賠償責任保険  

保険金額  １事故につき最大 100,000 円、1 名につき最 20,000 円  

 

（１８）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、

法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。  

 



 

 

（１９）その他保護者に説明すべき事項  

・利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動や政治活動はご遠慮くださ

い。  

・その他当園利用にあたっての詳細は、別途お配りする「入園のしおり」をご覧ください。  

 

本園における特定教育・保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。  

令和  年  月  日  

 

【当該施設】  

事業者（名称）    ：社会福祉法人中蒲原福祉会  

代表者（氏名）   ：理事長 貝沼 利弘  

施設（名称）    ：中新田こども園  

施設（所在地）   ：新潟市秋葉区中新田５１２番地１  

園長・管理者（氏名）：西山 尚文  

 

私は、重要事項の説明を受け、内容について同意しました。  

【保護者等】              （※自署の場合は押印不要）  

 

支給認定保護者※（氏名）  ：                    

 

支給認定子ども  （氏名）  ：                    

 

住所： 新潟市                          


